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平成３０年４月  

 

                   

 

 

《立候補の受付》  

☆  受付期間   ４月２３日（月）から５月１日（火）まで  

        （土・日及び祝日を除く。）  

☆  受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで  

☆  受付場所   青崎地区区画整理事務所（裏面参照）  

☆  届出方法   「立候補届」、「立候補推薦届」が必要です。  

印鑑持参のうえ、本人がお越し下さい。（推せんの

場合は、本事務所にお問い合せ下さい。）  

☆  今回選挙する委員の数   ７名（土地所有者からの選出）  

              １名（借地権者からの選出）  

☆  任期期間   平成３０年６月２日から平成３５年６月１日まで

となります。  

 

《立候補できる人》  

  立候補できる人は、平成３０年３月２２日（木）現在、法務局の

土地登記簿に登記されている宅地の所有者、借地権者で、選挙人名

簿に登録されている方です。  

《登記名義が共有となっている場合》  

登記名義が共有となっている場合は、共有者の中から選ばれた代

表者 1 名が立候補できます。  

該当の方で立候補をお考えの方は、５月１日（火）までに「立候

補届」とともに「代表者選任通知書」の提出をお願います。  

なお、投票については、５月２７日（日）の選挙当日までに「代

表者選任通知書」を提出いただくと、その代表者が投票できます。  

届出をされていない方は、選挙権・被選挙権がありませんので、

ご注意ください。  

■４月２３日（月）から土地区画整理審議会委員
の選挙の立候補・推せんを受け付けます。 

 



 

        

 ※  次のいずれかに該当する方は、委員の被選挙権はありません。  
・ 未成年  
・ 成年被後見人又は被保佐人  
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者  
 
※  立候補者が、定数を超えない時は、投票を行いません。  
 
※  無投票の場合でも、当選人の決定は選挙期日の翌日となります。  
 

※  「立候補届」、「立候補推薦届」及び「代表者選任通知書」が必

要な方は、所定の様式を用意しておりますのでお申出下さい。  
 
 
青崎地区区画整理事務所案内図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〒７３４－００５３      広島市南区青崎一丁目１５番２４号  

広島市都市整備局都市機能調整部青崎地区区画整理事務所  

電話  （０８２）５１０－３１１０（直通）  

FAX  （０８２）２８８－３１０１  

E-mail ts-aosaki@city.hiroshima.lg.jp 

E-mail  ts-aosaki@city.hiroshima.jp 

問 い 合 わ せ 先  

広 K4-201８ -77-（1）  

     


